Ⅲ　釜石・遠野地区教科用図書採択協議会規約
（設　置）

第１条　　釜石・遠野採択地区の市町村教育委員会が行う義務教育諸学校の教科用図書の採択に関し、必要な事項を協議するため、釜石・遠野地区教科用図書採択協議会（以下「協議会」）を設置する。

２　協議会の事務局は、会長所在の教育委員会事務局内に置く。

３　協議会を置く期間は、４月１日から３月３１日までとする。

（協議事項）

第２条　　協議会は、次に掲げることを協議する。

（１）採択地区の市町村が設置する義務教育諸学校において使用する教科用図書に関すること。

（２）前号の採択のために調査・研究に関すること。

（委　員）

第３条　　協議会の委員は、採択地区の市町村教育長とする。

（役　員）

第４条　　協議会に、次の役員を置く。

（１）会　長　　１名

（２）副会長　　１名

（３）監　事　　１名

２　役員は、委員の互選による。

３　会長は、会務を統理する。

４　副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時はその職務を代理する。

５　監事は、会計の監査にあたる。

（選定委員）

第５条　　協議会は、多様な意見を反映させるために、次の者の中から選定委員を委嘱することができる。

（１）小学校及び中学校の校長、副校長、主幹教諭、指導教諭及び教諭

（２）地区内の保護者

２　前項の選定委員には、教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者を委嘱することはできない。

（教科用図書調査員）

第６条　　会長は、必要があると認める場合は、次に掲げる者の内から教科用図書調査員を委嘱することができる。

（１）指導主事

（２）小学校及び中学校の校長、副校長、主幹教諭、指導教諭及び教諭

２　前項の教科用図書調査員には、教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者を委嘱することはできない。

（会　議）

第７条　　協議会は、会長が招集する。

２　協議会は、委員の３分の２以上が出席しなければ成立しない。

３　会長は、会議の議長となる。

４　協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

（経　費）

第８条　　協議会の事務処理及び運営に要する費用は、採択地区の市町村教育委員会の負担とする。

２　採択地区の市町村教育委員会が負担すべき額は、協議会で決定するものとする。

（会計事務）

第９条　　協議会の会計事務は、事務局が行う。

（決算）

第１０条　会長は、協議会終了後すみやかに決算書を作成し、監事の会計監査を経て承認を得なければならない。

（その他）

第１１条　協議会の協議結果が市町村教育委員会議で合意を得られなかった場合は、再度協議会で協議するものとする。

付　則

この規約は、平成２１年度における教科用図書の採択から適用する。
